
ヤマハ仮想ルーター vRX パブリッククラウド版有償機能利用規約 改訂履歴 

 

（日付） 

改定前（2024年10月17日） 改定後（2026年6月25日） 

第 1 条（用語の定義） 

1. 本有償機能とは、本ソフトウェアに基本ライセン

スおよびオプションライセンスを付加するか、ま

たは従量課金契約を行うことで使用可能となる機

能、または本ソフトウェアの性能が向上する機能

をいいます。 

2. 従量課金契約とは、お客様がパブリッククラウド

運営事業者を通じて締結する、本有償機能の利用

料金が本ソフトウェアの使用時間や通信量等に応

じて決定される契約をいいます。 

（変更） 

1. 「本有償機能」とは、本ソフトウェアに基本ライセ

ンスおよびオプションライセンスを付加するか、ま

たは従量課金契約を行うことで使用可能となる機

能、または本ソフトウェアの性能が向上する機能を

いいます。 

2. 「従量課金契約」とは、お客様がパブリッククラウ

ド運営事業者と締結する、本有償機能の利用料金が

本ソフトウェアの使用時間や通信量等に応じて決

定される契約をいいます。 

第 2 条（本特約の適用） 

1. 本有償機能の利用は、本ソフトウェアの利用が前

提となります。本規約に記載・規定のない事項は、

「ヤマハ仮想ルーターvRX パブリッククラウド版

利用規約」（以下「本ソフトウェア利用規約」とい

います）の各記載が適用されます。なお、本特約に

おける用語の定義について、本特約に規定のない

ものは本ソフトウェア利用規約の定めに従うもの

とします（この場合、本ソフトウェア利用規約に

おける「本ソフトウェア」は「本ソフトウェアおよ

び本有償機能」と読み替えるものとします）。 

2. 本特約と本ソフトウェア利用規約の内容が異なる

場合、本特約が優先して適用されるものとします。 

3. お客様は、本有償機能を利用する場合には、本特

約に同意の上、ヤマハ、ヤマハネットワーク製品

販売代理店またはパブリッククラウド運営事業者

が定める手続きに従ってライセンスキーを購入す

るか、または従量課金契約を締結ください。お客

様は、購入したライセンスキーが有効期間内か、

または締結した従量課金契約の有効期間内におい

て、本有償機能を利用することができます。 

（変更） 

1. 本有償機能の利用は、本ソフトウェアの利用が前提

となります。本規約に規定のない事項は、「ヤマハ

仮想ルーターvRX パブリッククラウド版利用規

約」（以下「本ソフトウェア利用規約」といいます）

の各規定が適用されます。なお、本特約における用

語の定義について、本特約に規定のないものは本ソ

フトウェア利用規約の定めに従うものとします（こ

の場合、本ソフトウェア利用規約における「本ソフ

トウェア」は「本ソフトウェアおよび本有償機能」

と読み替えるものとします）。 

2. 本特約と本ソフトウェア利用規約の内容が異なる

場合、本特約が優先して適用されるものとします。 

3. お客様は、本有償機能を利用する場合には、本特約

に同意の上、ヤマハ、ヤマハネットワーク製品販売

代理店またはパブリッククラウド運営事業者が定

める手続きに従ってライセンスキーを購入するか、

またはパブリッククラウド運営事業者が定める手

続きに従って従量課金契約を締結ください。お客様

は、購入したライセンスキーの有効期間内、または

締結した従量課金契約の有効期間内において、本有

償機能を利用することができます。 

第 5 条（責任の制限等） 

1. ヤマハは、お客様による本有償機能の利用に関し、

ヤマハが損害賠償責任を負う場合、ヤマハの故意

又は重過失を除き、通常発生すると考えられる損

（変更） 

1. ヤマハは、お客様による本有償機能の使用、または

それを使用できなかったことにより生じた直接的、

派生的、付随的または間接的損害（データの破損、



害を超える損害については、お客様に対して何ら

責任を負わないものとします。この場合、ヤマハ

が負う損害は、お客様がライセンスキー購入によ

り本有償機能を利用している場合には購入金額

を、従量課金契約の締結により本有償機能を利用

している場合には 1 か月あたりの従量課金額を、

それぞれ上限とします。 

2. お客様におけるユーザーＩＤ、パスワードまたは

ライセンスキーの管理不備、紛失、使用上の過誤、

第三者の使用等によりお客様自身またはその他の

者が損害を被った場合、ヤマハまたはパブリック

クラウド運営事業者は一切の責任を負わないもの

とします。なお、お客様がライセンスキーを紛失

された場合、ヤマハは、ライセンスキーの再発行

をいたしません。この場合、お客様は、再度ライセ

ンスキーを購入することで、本有償機能を利用で

きます。 

3. お客様が本有償機能の利用を開始した後は、ヤマ

ハはお客様におけるライセンスキーの購入代金の

返金を行わず、またパブリッククラウド運営事業

者は受領済みの従量課金の返金を行わないものと

します。 

 

営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失

などによる損害を含む）については、通常もしくは

特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発

生や第三者からの賠償請求の可能性があることに

ついて予め知らされた場合でも、弊社に帰責事由が

ある場合を除き、一切責任を負いません。なお、お

客様による本有償機能の利用に関し、ヤマハが損害

賠償責任を負う場合、ヤマハの故意又は重過失があ

る場合を除き、通常発生すると考えられる損害を超

える損害については、お客様に対して何ら責任を負

わないものとします。この場合、ヤマハが負う損害

賠償責任は、お客様がライセンスキー購入により本

有償機能を利用している場合には当該ライセンス

キーの購入金額を、従量課金契約の締結により本有

償機能を利用している場合には 1 か月あたりの従

量課金額を、それぞれ上限とします。 

2. お客様におけるユーザーＩＤ、パスワードまたはラ

イセンスキーの管理不備、紛失、使用上の過誤、第

三者の使用等によりお客様自身またはその他の者

が損害を被った場合、ヤマハまたはパブリッククラ

ウド運営事業者は一切の責任を負わないものとし

ます。なお、お客様がライセンスキーを紛失された

場合、ヤマハは、ライセンスキーの再発行をいたし

ません。この場合、お客様は、再度ライセンスキー

を購入することで、本有償機能を利用できます。 

3. お客様が本有償機能の利用を開始した後は、ヤマハ

は、本有償機能に関してお客様に対し、返金義務を

負わないものとします。なお、お客様が本有償機能

の利用に関連して、ヤマハネットワーク製品販売代

理店またはパブリッククラウド運営事業者との間

で締結する契約に基づき支払うライセンスキーの

購入代金、従量課金その他の利用料金については、

当該契約の定めに従うものとし、ヤマハはこれらに

ついて返金義務その他一切の責任を負わないもの

とします。 

第 6 条（本有償機能の利用終了） 

本有償機能は、お客様が購入したライセンスキーの有効

期間が終了するか、またはパブリッククラウド運営事業

者と締結した従量課金契約が終了することにより、利用

が終了します。 

（変更） 

本有償機能は、お客様が購入したライセンスキーの有効

期間が終了し、またはパブリッククラウド運営事業者と

締結した従量課金契約が終了することにより、利用が終

了します。 

 



 

以上 
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